
兵庫県における適応策の取組
について

平成28年12月５日
兵庫県農政環境部環境管理局

温暖化対策課
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これまでの取組（庁内の連携体制）
県では適応策の推進を「第3次兵庫県地球温暖化防止推進計画（H26.3策定）」の対策
方針の１つに掲げ、 「県庁内連携体制の構築」 「既存施策の体系化」「情報発信」の３
つの取組を推進

庁内検討会の開催（平成２６年度～）
県庁内の関係課室と気候変動の影響把握や適応策の必要性に関する情報を共有す
るとともに、適応策の必要性の認識を高めるための検討会を開催

講演内容

第１回
（H26）

神戸地方気象台
「地球温暖化と兵庫県の気候変動」

第2回
（H26）

県立農林水産技術総合センター
「温暖化に対応した農業試験研究の紹介」

第３回
（H27）

国立環境研究所
「地球温暖化がもたらす影響の将来予測と適応策」

第４回
（H27）

環境省「政府の気候変動の影響への適応計画」
大阪管区気象台「兵庫県の気象観測結果と将来予測」

第５回
（H28）

国立環境研究所
「気候変動のリスクと人類の選択」
（県民向けフォーラムを兼ねる）

モデル事業の支援内容
・講師の紹介
・検討会資料の作成
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これまでの取組（既存施策の体系化①）

■既存施策の体系化
○県の既存施策の中に「適応策」として整理できる
施策を把握し、体系化
○国の適応計画策定を受けて、体系表見直し

影響項目 主な施策・事業

農業
栽培技術情報の提供、穀物・野菜・果樹等の品種改良・栽培法の試験研究、
畜産環境保全対策の推進、農業生産基盤対策

森林・林業 新ひょうごの森づくり、災害に強い森づくりの推進、森林の適正な保全と管理

水産業
漁場環境保全対策調査、養殖対象種（品種）の転換・改良や養殖方法の改
良、漁業資源の管理と有効利用

その他の農林水
産業への影響

農作業中の熱中症対策、鳥獣害対策

水環境 公共用水域の常時監視

水資源 ひょうご水ビジョンの展開・総合的水資源対策、ため池整備構想の推進

自然生態系 野生鳥獣保護管理（ワイルドライフ・マネジメント）の推進

モデル事業の支援内容
・国計画掲載施策の整理
・他府県の施策とりまとめ
方法等の情報提供
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これまでの取組（既存施策の体系化②）
影響項目 主な施策・事業

暑熱 県ＨＰ、チラシ等での熱中症への注意喚起

感染症 蚊媒介感染症について、感染症の予防・拡大防止

その他の健康
への影響

大気汚染対策の推進、流域下水道施設の整備

暑熱による生活
への影響

都市域における緑化の推進、人工排熱の低減、ライフスタイルの改善、
ヒートアイランド現象の観測・調査

水害 総合的な治水対策の推進、風水害等に備えた減災対策（河川関連）

高潮・高波 海岸保全施設等の整備、風水害等に備えた減災対策（海岸関連）

土砂災害 道路防災対策、風水害等に備えた減災対策（土砂災害関連）

強風等 風水害等に備えた減災対策（台風・竜巻関連）

防災体制等
地域防災計画の推進、24時間監視・即応体制の運用、ひょうご防災ネッ
トの運用、防災システムの運営、防災教育・学習

産業・経済活動 県内事業所BCP（事業継続計画）の策定

観光業 災害時における外国人への支援策

インフラ・
ライフライン

自立・分散型エネルギーの導入促進、水道インフラ対策、緊急輸送道路
等の整備、災害廃棄物処理対策

文化・歴史 文化財の保護
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これまでの取組（影響把握と将来予測）

品種別一等米比率の比較（2009、2010）

気候変動の影響と将来予測
○すでに現れつつある、または今後懸念される
気候変動の影響について分野別の整理
○気温上昇・降水量等の気象将来予測の把握
○各分野への影響将来予測（S-8結果）の把握

出典）県農林水産技術総合センター
米の収穫量の変化予測の例
出典）国立環境研究所提供S-8データより作成

モデル事業の支援内容
・S-8の結果及びデータの提供
・観測結果等気象データの提供
・文献調査による影響の把握
・国意見具申からの影響事象の
抜粋
・体系表の分類に対応した影響
の整理
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これまでの取組（情報発信①）

HP・パンフレットによる情報発信
○HPによる情報発信
○県民向けパンフレットの作成

【県民向けパンフレット】【HP「ひょうごの環境」への掲載】

モデル事業の支援内容
・パンフレットに掲載する気象観測
結果、将来予測結果等の提供
・類似パンフレットの情報提供
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これまでの取組（情報発信②）

「地球温暖化対策フォーラムinひょうご」
（平成28年8月開催）の様子

セミナー等による情報発信
○県民向けセミナー開催
○地域住民による影響事例調査 等

環境省近畿地方環境事務所の支援内容
・地域住民の適応策への理解を促進するワーク
ショップの開催
・地域住民による影響事例調査の実施

「気候変動影響事例探しワークショップ」
（平成27年度、県内2箇所で実施）の様子
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県民モニターアンケートの結果
■県民モニターアンケートの概要
○インターネットにより身近な県政課題等
に関するアンケート調査
○地球温暖化対策の取組に関する調査を実
施（H28年７月実施）
○回答者数：1,600人（71.2％が回答）

思う 66.1%

どちらかとい

えば思う

28.2%

どちらかとい

えば思わない
3.4%

全く思わない

1.0%
わからない

1.3%

地球温暖化の影響はすでに
現れていると思いますか？

将来大きく現れると心配な現象は？

認知度 緩和策（53.3%）、適応策（37.5%）
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水害の増加

農作物の収穫量や品質の変化

熱帯性の感染症の増加

渇水による水不足

海面上昇による低地の高潮被害や水没

水産物の漁獲量や魚種の変化

熱中症患者の増加

昆虫や草花等、身近に見られる

動植物の種類の変化

植物の生育の変化

（サクラの開花や紅葉の時期等の変化）
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個々の事象に対する県内全域への影響が把握され次第、21世紀末までの長期的な
温暖化の影響を意識しつつ、2030年度を目途とした県の具体的施策の目標等を設
定する「適応計画」を策定（平成32年度予定）

適応策基本方針（案）
○温暖化の影響に対して適応策として機能することができる既存の施策・
事業を適応策として位置付け
○取組の３つの基本的方向性として、「知る」「伝える」「対処する」を設定
○３つの基本方向性に基づき推進していく取組を５つの影響分野「農業、森
林・林業、水産業」、「水環境・水資源、自然生態系」、「自然災害・沿岸
域」、「健康」、「産業・経済活動、都市生活等」に対する取組として整理

地域特有の影響に対応するため、当面の間の取り組むべき施策の方向性を示した県
独自の「適応策基本方針」を策定（平成28年度末予定）

適応計画策定に向けて

国や大学等の研究機関において進められる将
来の気候変動やその影響の予測の結果を活
用し、県環境研究センターと連携のもと、県域
に及ぼす温暖化の影響を把握し、評価

地域別、個々の事象別
の将来予測等について
国の研究成果に期待！
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希望する具体的な支援の例

■農作物や水産物等の特産品についての影響が懸念
○瀬戸内海を抱える本県特有の事情として、近年、特に冬場の海水温の上昇による
ノリの発育障害や、イカナゴ（低水温性）の漁獲量減少などが懸念
○瀬戸内海における海水温や栄養塩類に係る将来予測、評価の実施が必要

○瀬戸内海沿岸域の地方公共団体が連携して取り組むことが必要
○瀬戸内海全域に及ぶ調査に対して１府県市では予算確保が困難

瀬戸内海
水環境研会議
(地方環境研究所で

構成)

国研究
機関

◆既存組織を活用した国研究機関との連携による調査への支援
○瀬戸内海沿岸域の地方の環境研究所で構成される「瀬戸内海水環境研会議」を
活用し、国研究機関との連携による瀬戸内海の生態系への将来影響予測・評価
を希望

将来予測、
影響評価 等

データ提供、
実態調査 等

瀬戸内海環境保全
知事・市長会議
（府県・政令指定
都市・中核市で構成）


